
 

 

 

 

 

 

 

 

 

～  通学路の安全確保に関する取組方針  ～  
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近年、全国各地で登下校中の児童生徒が死傷する事故が絶えないことか

ら、本市では、平成２４年度に関係機関が連携し、小学校区ごとに通学路

の緊急合同点検を実施、点検結果に基づき、計画的に安全対策を講じ、危

険箇所の改善に取り組んできました。  

また、小学校区（６校）ごとに地域の関係諸団体に参画いただき「子ど

もの安全を守る地域連絡会」を発足、さらにＧＩＳ（地理情報システム）

を活用した「おおまち子ども安心・安全マップ」を構築し、市ホームペー

ジ上で通学路の危険箇所情報を学校とともに地域と共有し、児童生徒の安

全確保の徹底を図る取り組みを進めています。 

そして、継続的に通学路の安全確保に向けた取組を行うため、平成２７

年３月に関係機関の連携体制を構築し、「大町市通学路安全プログラム」を

策定しました。  

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携をさらに密にして、児

童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。 

 

【合同点検（令和７年１月）・八坂小中学校区内】  

  

１ 本プログラム策定の背景と目的  
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関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「大町市児童生徒の

通学における安全推進会議」を設置しました。 

 

 

※別紙「大町市児童生徒の通学における安全推進会議設置要綱（平成２

６年教育委員会告示第６号）」参照  

  

委 員 

国土交通省関東地方整備局  長野国道事務所  

長野県建設部  大町建設事務所  

長野県警察本部 大町警察署  

大町市建設業組合   

大町市ＰＴＡ連合会  

大町市校長会  

大町市総務部  危機管理課  

大町市民生部  市民課  

大町市建設水道部  建設課  

大町市教育委員会  学校教育課  

  

 大町市教育委員会  学校教育課 学校教育係  

２ 児童生徒の通学における安全推進会議の設置  
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（１）基本的な考え方  

継続的に通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検

を継続するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充

実を行います。  

これらの取組をＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施し、通学路の

安全性の向上を図っていきます。  

 

〔通学路の安全確保のためのＰＤＣＡサイクル〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）定期的な合同点検（Plan） 

ア 実施時期等 

➢小学校区ごとに、各校から収集した危険箇所を基に、年１回、合

同点検を実施します。 

➢実施時期は、本市は積雪寒冷地域であることから、冬期間におけ

る危険箇所の把握も必要であるため、夏期と冬期を交互に行いま

す。 

３ 取組方針  

 

 

 

 

合同点検の実施  
対策の検討  

対策効果の把握  

対策の改善・充実  

対策の実施  

大町市通学路

安全推進会議 
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イ 実施体制  

合同点検には、小学校区ごとに、警察、道路管理者、行政関係者、

学校関係者等が参加して実施します。 

 

（３）対策の検討（Plan） 

合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ご

とに、歩道整備や路面標示の新設、注意喚起看板の設置のようなハー

ド対策や、通学路変更や見守り支援、交通安全教育のようなソフト対

策など対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。  

 

（４）対策の実施（Do） 

対策の実施にあたっては、担当を明確にするとともに、対策が円滑

に進むよう、関係者間で連携を図ります。また、長期的な見通しのも

と改善を図る必要な箇所は、年次計画に位置づけます。  

 

（５）対策効果の把握（Check） 

合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待し

た効果が上がっているかを確認するため、聞き取り、現地調査等の把

握手法を検討し、対策効果の把握を実施します。  

 

（６）対策の改善・充実（Action）  

対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の

改善・充実を図ります。  

 

 

 

小学校区ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有

するために「対策箇所一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、市ホームペ

ージや広報等により公表します。  

 

【別添資料】  

別添１：対策箇所一覧 

別添２：対策箇所図  

 

 

４ 対策箇所一覧表、対策箇所図の公表  
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合同点検の取り組みについて 

 

〇令和 4 年度(冬期 ) 

➢令和 5 年 2 月 16 日（木）～2 月 22 日（水）  

・学校区毎に実施  

防犯の観点による点検  2 箇所  

交通安全の観点による点検  32 箇所 

 

〇令和 5 年度 

➢令和 5 年 11 月 13 日（月）～11 月 20 日（月）  

・学校区毎に実施  

防犯の観点による点検  4 箇所  

交通安全の観点による点検  25 箇所 

 

〇令和 6 年度(冬期 ) 

➢令和 7 年 1 月 16 日（木）～2 月 22 日（水）  

・学校区毎に実施  

防犯の観点による点検  2 箇所  

交通安全の観点による点検  33 箇所 

 

○対策状況（交通安全）            （令和 7 年 3 月現在）  

学校名  危険箇所総数  
対策済み箇所

数  

一部対策済及

び  

対策予定箇所

数  

対策未定箇所  

東 小 学 校  30 27 3 0 

西 小 学 校  30 23 5 2 

南 小 学 校  21 18 3 0 

北 小 学 校  37 31 3 3 

八坂小中学校  10 8 1 1 

美麻小中学校  9 6 0 3 

総 数  136 111 16 9 

※対策予定箇所には、複数年にわたって計画的に整備するものも含む。  
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【参考資料】 
 
○大町市通学路安全推進会議設置要綱（平成２６年教育委員会告示第６号） 

 

（設置）  

第１  学校及び保護者、道路管理者、警察署等の関係者が連携して、児童及び生徒

の通学路（各学校が児童又は生徒の通学の安全の確保と教育環境維持のために指

定している道路をいう。以下同じ。）における交通安全の確保を図り、着実かつ効

果的な取組みを推進するため、大町市通学路安全推進会議（以下「推進会議」と

いう。）を設置する。  

（所掌事務）  

第２  推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。  

（１）通学路の交通安全の確保に向けた取組みの基本的方針の策定に関すること。  

（２）前号の基本的方針に基づく取組みの推進に関すること。  

（３）前２号に掲げるもののほか、通学路の交通安全の確保に関すること。  

（組織）  

第３  推進会議は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。  

（１）市内小・中学校の代表  

（２）市内小・中学校 PTAの代表  

（３）当市を管轄する警察署の代表  

（４）市内の道路を管理する機関の代表  

（５）教育委員会の代表  

（６）庁内関係課等の長  

（７）識見を有する者  

（８）その他教育委員会が必要と認める者  

２  委員の任期は、委嘱の日から翌年の３月３１日までとする。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会長及び副会長）  

第４  推進会議に会長及び副会長を置き、委員が互選する。  

２  会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第５  推進会議の会議は、会長が招集し、議長となる。  

２  推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３  会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その

説明又は意見を聴くことができる。  

（庶務）  

第６  推進会議の庶務は、教育委員会学校教育課が行う。  

（委任）  

第７  この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委

員会が別に定める。  

附  則  

この要綱は、告示の日から施行する。  


